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１  議題  

 (1) 報告事項  

ア  柏市福祉有償運送の状況  

 次 の ( ｱ )及 び ( ｲ )の 状 況 か ら ， 移 動 制 約 者 に 対 し て 引 き 続 き 交 通 事

業 者 に よ る サ ー ビ ス が 行 き 届 か な い 状 態 で あ る た め ， 今 後 も 柏 市 福

祉有償運送の継続が必要といえます。  

   (ｱ) 柏市福祉有償運送許可団体の輸送実績  
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   (ｲ) 柏市福祉有償運送に係る移動制約者等の状況  
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  イ  軽微な事項の変更の共有  

 柏市での運送を終了した事業者について報告します。  

事業者名称  社会福祉法人  生活クラブ  

事業者住所  千葉県佐倉市山崎字石井戸５２９番地１  

代表者氏名  三好  規  

登録事項  

変更内容  

以下の運送の区域を削除  

 柏市及び柏市を起点とする地域  

以下の事務所を削除  

 名称：生活クラブ風の村介護ステーション光ヶ丘  

 位置：千葉県柏市東中新宿４－５－１３  

変更日  令和７年６月１日  

備考   事業者が千葉運輸支局宛に提出した「自家用有償

旅客運送に係る登録事項変更届出書」の写し受領

済。  
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 (2) 協議事項  

 次 の ア 及 び イ に つ い て ， 御 審 議 の 上 ， 別 紙 「 書 面 議 決 書 」 を 御 提

出ください。  

  ア  柏市福祉有償運送の手引きの改正について  

協議事項   改正案のとおり改正してよいか御審議願います。  

改正の経緯  

 

 本 手 引 き は ， 柏 市 福 祉 有 償 運 送 運 営 協 議 会 審 査 及

び 運 用 基 準 を 定 め た も の で す が ， 現 行 の 手 引 き は ，

関 係 法 令 及 び 通 達 と 重 複 す る 内 容 が 多 く ， 頻 繁 な 改

正 に 合 わ せ て 最 新 性 を 維 持 す る こ と が 難 し い こ と ，

柏 市 独 自 の 基 準 の 記 載 部 分 が わ か り づ ら い こ と 及 び

事 業 者 へ の 必 要 な 手 続 き の 説 明 は 個 別 に 実 施 し て い

る こ と か ら ， 柏 市 独 自 の 基 準 の み を 抜 粋 し て 記 載 す

る形とします。  

手引き   手 引 き 改 正 案 及 び 現 行 手 引 き は ， 次 ペ ー ジ 以 降 を

御確認ください。  
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柏市福祉有償運送の手引き 
（関係法令・通達に定められていない柏市独自の基準） 

 
令和７年 月改正版 

柏市福祉有償運送運営協議会 

 

Ⅰ 本手引きについて 
 本手引きは，道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第７８条第２号に定める自家

用有償旅客運送のうち，道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号。以下「規則」という。）第４

９条第２号に定める福祉有償運送について，関係法令及び通達（以下「法令等」という。）に定められて

いない柏市独自の基準（ローカルルール）をまとめたものである。 

 ここに記載のないものは，法令等によるものとする。 

 

Ⅱ 柏市福祉有償運送運営協議会 
 柏市福祉有償運送運営協議会は「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」

（平成１８年９月１５日付け国自旅第１６１号）の別紙「地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイド

ライン」を運用の参考とし，審査及び協議を行うものとする。 

 

Ⅲ 柏市独自の基準（ローカルルール） 

柏市独自の基準 法令等 

１ 運送の対象 

① 運送の対象であることの確認方法は次のようにすること。 

 ア 規則４９条第２号の登録に際しては，移動制約事由チェック票（柏市様式）によ

り確認を行い，当該団体の責任において適正に運用すること。 

 イ 移動制約事由チェック票は客観性を持たせるため，可能な限り確認書類等で

国が法令等で示す要件への該当事由等の確認を行うこと。 

 ウ 規則４９条第２号ロ，ハ，ホ，ヘ，及びトに該当する者は，移動制約事由チェック

票を提出すること。 

規則４９条

第２号 

② 国が法令等で示す要件に該当しても，タクシーの利用が可能ならば福祉・介護タ

クシー及び一般タクシーなど他の交通機関を紹介するなど，運送主体同士が連携

協力しながら移動困難者の移動手段を確保する方策を講じること。 

規則４９条

第２号 

③ 会員登録者数は，当該団体で対応可能な会員数とし，むやみに会員数を拡大し

ないこと。 

規則４９条

第２号 

２ 使用車両 

 当該自動車の自動車検査証の使用者が申請者とならない場合に使用している車

両（以下「持込車両」という。）または福祉有償運送以外にも使用する可能性のある

車両には，誤解を避けるためにマグネット式表示等を使用し，福祉有償運送以外の

用途に使用する場合には当該表示を外すこと。 

規則５１条

の２７ 

３ 運転者 

① 規則５１条の１６「同法に規定する第一種運転免許を受けており，かつ，現にその

効力が停止されていない者」について，「かつ運転歴が３年以上の者である」こと

を要件とすること。 

規則５１条

の１６ 

手引き改正案  
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② 運送主体は，定期的な研修計画を自主的に作成し，質の向上を図れるような研

修を普段から運転者に積極的に受講させることにより，運送の安全及び旅客の利

便の確保に努めること。 

規則５１条

の１７ 

４ 損害賠償措置 

 規則５１条の２６における損害賠償保険は，次のとおり別に定めたものを優先し

て，加入すること。 

 ア 損害賠償保険は，対人無制限，対物１，０００万円以上，搭乗者傷害１，０００万

円以上とすること。 

 イ 持込車両を使用する場合，福祉有償運送中の事故が対象となる保険に加入す

ること。 

規則５１条

の２６ 

５ 管理運営体制 

① 以下に記載の「特定事務所」は「全ての事務所」と読み替えること。 

 ア 規則５１条の１７の第２項 

 イ 規則５１条の１８ 

 ウ 規則５１条の２２第２項 

 エ 規則５１条の２２第３項 

左のア～エ 

② 規則５１条の２５の事故発生時及び同条３０の苦情への対応については，マニュ

アル化すること。 

規則５１条

の２５及び

３０ 

６ その他 

 廃止においては，会員に対する説明やその後の措置等，会員の利便性を損なうこ

とのないよう十分な配慮を行うこと。 

法７９条の

１１ 
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Ⅳ 市への報告・提出 

市への報告・提出 法令等 

１ 各種登録等 

 別紙「提出書類一覧」に記載の書類を提出すること。 法７９条関係 

２ 輸送実績 

 福祉有償運送の輸送実績報告書を市の定めた書面に

より作成し，四半期ごとに市が定めた日までに報告を

行うこと。 

旅客自動車運送事業等報告規則（昭和

３９年３月３１日 運輸省令第２１号）第２

条の２関係 

 

Ⅴ 参考資料 

① 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号） 【e-Gov法令検索】 

  https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 

② 道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号） 【e-Gov法令検索】 

  https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800075 

③ 自家用有償旅客運送に関係する各通達について 【国土交通省ホームページ】 

  https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000044.html 
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現行手引き  
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イ  柏市福祉有償運送事業者の更新登録について  

協議事項   福祉有償運送に係る道路運送法第 ７９条の６の規

定による更新の登録申請を予定する 次の (ｱ)から (ｴ)

までの事業者について，市で事業者提出書類の確認

及び事業者への質疑を実施し，各事業者更新概要を

作成しましたので，御審議願います 。  

 なお， (ｳ)は道路運送法第７９条の ８の規定によ

る対価の変更も含みます。  

各事業者  

更新概要  

 次の (ｱ)から (ｴ)までを御確認ください。  

事業者  

提出書類  

 多数の書類があるため，本資料への添付は省略さ

せていただきました。御希望の方は， 指定の場所に

て閲覧可能ですので，お電話で予約の上，令和８年

１月２１日（水）までに御来庁くださ い。  

【閲覧場所】柏市役所  別館２階  福祉政策課窓口  

【閲覧日時】令和８年１月７日（水）から  

      令和８年１月２１日（水）まで  

      土日祝日・年末年始除く  

      ８時３０分～１７時１５分  

【閲覧予約】上記の時間に，福祉政策課政策担当に  

      電話で予約をしてください。  

      電話番号：０４－７１６７－１１３１  

 

   (ｱ) 社会福祉法人  柏市社会福祉協議会     

名称  社会福祉法人  柏市社会福祉協議会  

住所  柏市柏５－１１－８  

代表者氏名  中川  博  

初回登録  平成１８年２月２８日  

登録期間  令和５年２月２８日から令和８年２月２７日まで  
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旅客の範囲  運送を必要とする理由  人数  

イ  身体障害者  ３２  

ロ  精神障害者  ０  

ハ  知的障害者  ０  

ニ  要介護認定者  １７９  

ホ  要支援認定者  １９  

へ  基本チェックリスト該当者  ０  

ト  その他の障害を有する者  ０  

総合計   ２３０  
 

車両数  福祉車両６台（６台所有車両）  

損害賠償  

措置  

全台  対人無制限，対物無制限，  

   人身傷害保険（５，０００万円）  

運転者  １２名（全員運転歴３年以上）  

【免許】  

 全員：第一種運転免許  

【講習】  

 全員：福祉有償運送運転者講習修了済  

 ６名：セダン等運転者講習修了済  

【年齢】（令和７年１２月１日現在）  

 平均年齢：６５．８歳，最高年齢：７０歳  

 ６０代１１名，７０代１名  

対価  定額制  

 市内１回（片道）６００円  

 市外１回（片道）８００円  

運行管理  

体制  

【令和７年１１月の実施状況確認】  

・アルコールチェッカー導入済  

・運行管理の責任者の一般講習受講済  

【運行管理マニュアルから一部抜粋】  

・運転スタッフはおおむね７０歳以下  

・ ア ル コ ー ル 検 知 器 で チ ェ ッ ク し ， ま た 頭 痛 な ど で

体 調 が 悪 い 運 転 手 に は 絶 対 に 運 転 さ せ な い 為 に ， 朝

のミーティング時対面にて確認する。  
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事務局  

確認事項  

① 料 金 を 定 額 制 で 市 内 と 市 外 に 分 け て い る 理 由 は あ

り ま す か 。 ま た ， 待 機 料 金 及 び 迎 車 回 送 料 金 は 徴 収

はしていますか。  

【事業者回答】  

一 定 地 域 の 移 動 コ ス ト を 勘 案 し 市 内 と 市 外 で 定 額 制

と し て い ま す 。 ま た ， 利 用 会 員 に と っ て 料 金 体 系 の

分 か り 易 さ も 含 め た 設 定 に し て お り ま す 。 待 機 料 金

及び迎車回送料金は徴収していません。  

 

② 会 員 の う ち ， 要 介 護 認 定 者 が 多 い で す が ， 要 介 護

認定区分の内訳を教えてください。  

【事業者回答】  

要介護１：３６名，要介護２：４５名，  

要介護３：２６名，要介護４：４４名，  

要介護５：２８名，要介護認定者合計：１７９名  

運送実績  年度  稼働  

日数  

運送  

回数  

運送  

延べ人数  

事故  

件数  

令和４年度  ２９３  ４９６９  ４９６９  ０  

令和５年度  ２９３  ５５６０  ５５６０  ０  

令和６年度  ２９３  ５１８９  ５１８９  ０  

令和７年度  １４９  ２３６７  ２３６７  ０  

※令和７年度：令和７年９月までの実績  

 

   (ｲ) 社会福祉法人  彩会  

名称  社会福祉法人  彩会  

住所  千葉県松戸市小金原３－７－１５  

代表者氏名  平山  隆  

初回登録  平成１８年３月２７日  

登録期間  令和５年３月２７日から令和８年３月２６日まで  
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旅客の範囲  運送を必要とする理由  人数  

イ  身体障害者  ３  

ロ  精神障害者  ０  

ハ  知的障害者  ０  

ニ  要介護認定者  ０  

ホ  要支援認定者  ０  

へ  基本チェックリスト該当者  ０  

ト  その他の障害を有する者  ０  

総合計   ３  
 

車両数  福祉車両１台（所有車両）  

損害賠償  

措置  

対人無制限，対物無制限，  

人身傷害（５，０００万円），  

搭乗者傷害（１，０００万円）  

運転者  ３名（全員運転歴３年以上）  

【免許】  

 全員：第一種運転免許  

【講習】  

 全員：福祉有償運送運転者講習修了済  

【年齢】（令和７年１２月１日現在）  

 平均年齢：４７．４歳，最高年齢：５２歳  

 ４０代２名，５０代１名   

対価  ・時間制   

 ３０分まで１，２００円。  

 ３０分以降１０分経過するごとに２００円加算  

（利用者の乗車から降車の時間）  

・迎車料金  １ｋｍ毎に３０円加算  

運行管理  

体制  

【令和７年１１月の実施状況確認】  

・アルコールチェッカー導入済  

・運行管理の責任者の一般講習受講済  

【運行管理マニュアルから一部抜粋】  

・ ２ 種 免 許 を 有 す る 者 又 は 次 の 点 を 考 慮 し て 十 分 な

能力及び経験を有している者とする。  

(1) 運転歴３年以上であり，かつ７０歳以下である
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こと。  

(2) 過去３年間運転免許停止処分を受けていないこ

と。  

(3) 福祉有償運送運転者講習を修了していること。  

・ 運 行 の 開 始 前 お よ び 運 行 の 終 了 に 点 呼 を 行 う 。 と

同 時 に ， ア ル コ ー ル チ ェ ッ カ ー に よ る 酒 気 帯 び の チ

ェックを行う。  

事務局  

確認事項  

令 和 ４ 年 度 以 前 は 利 用 件 数 が あ り ま し た が ， 令 和 ５

年 度 以 降 は 稼 働 日 数 等 が ０ 件 と な っ て い ま す 。 今 後

も 利 用 を 見 込 ん で ， 有 効 期 間 の 更 新 登 録 申 請 を 行 う

ということでしょうか。  

【事業者回答】  

当 事 業 所 は 障 害 福 祉 サ ー ビ ス （ ヘ ル パ ー 派 遣 事 業 ）

が 中 心 で あ り ， 現 時 点 で の 職 員 体 制 で 有 償 運 送 業 務

ま で を 行 う 余 力 が あ り ま せ ん 。 た だ ， ヘ ル パ ー 利 用

の 契 約 を し て い る 利 用 者 が 何 ら か の 理 由 で ， 有 償 運

送 で 移 動 す る 以 外 の 方 法 が 無 い ， と い う 事 態 が 生 じ

た場合に備えて継続をしたいと考えます。  

運送実績  年度  稼働  

日数  

運送  

回数  

運送  

延べ人数  

事故  

件数  

令和４年度  １  １  １  ０  

令和５年度  ０  ０  ０  ０  

令和６年度  ０  ０  ０  ０  

令和７年度  ０  ０  ０  ０  

※令和７年度：令和７年９月までの実績  

 

   (ｳ) 千葉県高齢者生活協同組合 花いちりん流山  ※対価の変更含む 

名称  千葉県高齢者生活協同組合  花いちりん流山  

住所  千葉県千葉市美浜区真砂５－２１－１２  

代表者氏名  渡邉秀樹  

初回登録  平成２１年４月２１日  

登録期間  令和５年２月２８日から令和８年２月２７日まで  
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旅客の範囲  運送を必要とする理由  人数  

イ  身体障害者  ０  

ロ  精神障害者  １  

ハ  知的障害者  ０  

ニ  要介護認定者  １７  

ホ  要支援認定者  ６  

へ  基本チェックリスト該当者  ０  

ト  その他の障害を有する者  ５  

総合計   ２９  
 

車両数  セダン車両１３台（全台持込車両）  

損害賠償  

措置  

対人無制限１３台  

対物無制限１２台，対物２０００万円１台，  

人 身 傷 害 ３ ０ ０ ０ 万 円 ５ 台 ， 人 身 傷 害 ５ ０ ０ ０ 万 円

８台  

運転者  １２名（全員運転歴３年以上）  

【免許】  

 １０名：第一種運転免許  

  ２名：第二種運転免許  

【講習】  

 全 員 ： 福 祉 有 償 運 送 運 転 者 講 習 修 了 済 （ 代 替 講 習

含む）  

 １０名：セダン等運転者講習修了済  

【年齢】（令和７年１２月１日現在）  

 平均年齢：６７ .０歳，最高年齢：７９歳  

 ４ ０ 代 １ 名 ， ５ ０ 代 ２ 名 ， ６ ０ 代 ３ 名 ， ７ ０ 代 ６

名   

対価  対価の変更協議依頼有。  

事業者作成資料参照。  

運行管理  

体制  

【令和７年１１月の実施状況確認】  

・アルコールチェッカー導入済  

・運行管理の責任者の一般講習受講済  

【運行管理マニュアルから一部抜粋】  

・ 運 行 の 開 始 前 お よ び 運 行 の 終 了 後 に ， 電 話 連 絡 に
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よ り 疾 病 ， 疲 労 ， 飲 酒 そ の 他 理 由 に よ り 安 全 な 運 転

をすることができないおそれの有無を確認  

事務局  

確認事項  

① 運 行 開 始 前 後 の 確 認 方 法 と し て 電 話 連 絡 と あ り ま

す が ， 運 転 者 の 体 調 に つ い て 目 視 確 認 は し て い ま す

か。  

【事業者回答】  

目 視 確 認 は し て お り ま せ ん 。 体 調 を 目 視 で 確 認 す る

こ と は 運 転 者 の 体 調 管 理 の 安 全 性 を 担 保 す る こ と か

ら 各 運 転 者 か ら Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ で 顔 が 映 る 仕 組 み を 検 討 し

ていきます。  

 

② 高 齢 の 運 転 者 が 多 い で す が ， 安 全 な 運 転 の た め 特

に取り組んでいることはありますか。  

【事業者回答】  

定 例 的 に ド ラ イ バ ー 会 議 を 開 催 し ， 毎 回 ， 交 通 安 全

協 会 の 冊 子 を 用 い て 無 事 故 ・ 無 違 反 を 目 指 す 安 全 運

転 に つ い て の 周 知 徹 底 と 安 全 運 転 に か か る 留 意 事 項

な ど の 情 報 共 有 と 運 転 者 間 で の 意 見 交 換 を 図 っ て ，

運送の安全と質の向上に努めています。  

 

③ 迎 車 回 送 料 金 及 び 待 機 料 金 は 変 更 な し と い う 理 解

でよろしいでしょうか。  

【事業者回答】  

今回の改定には，変更はありません。  

 

④ 早 朝 （ ８ 時 以 前 ） ， 夜 間 （ １ ８ 時 以 降 ） ， 祝 祭 日

の２５％増の根拠を教えてください。  

【事業者回答】  

割 増 は ， 国 が 定 め る 介 護 ヘ ル パ ー の 報 酬 基 準 （ 指 定

居 宅 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基

準 ） に お け る 「 夜 間 （ 午 後 ６ 時 か ら 午 後 １ ０ 時 ま

で ） 又 は 早 朝 （ 午 前 ６ 時 か ら 午 前 ８ 時 ま で ） の 利 用

に 対 し ２ ５ ％ の 報 酬 加 算 」 の 規 定 を 参 考 と し て 従 前
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よ り 設 定 し て い る も の で す 。 な お 祝 祭 日 の 割 増 は 上

記に準じて設定をしたものです。  

運送実績  年度  稼働  

日数  

運送  

回数  

運送  

延べ人数  

事故  

件数  

令和４年度  ２１６  ６４９  ６４９  ０  

令和５年度  １４９  ３５８  ３５８  ０  

令和６年度  １０９  ２７５  ２７５  ０  

令和７年度  ８２  ２１８  ２１８  ０  

※令和７年度：令和７年９月までの実績  
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対価の変更概要（事業者作成資料）  
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   (ｴ) 社会福祉法人  青葉会           

名称  社会福祉法人  青葉会  

住所  柏市十余二字南前山１７５番６６  

代表者氏名  松井  宏昭  

初回登録  平成２７年３月１３日  

登録期間  令和５年３月１３日から令和８年３月１２日まで  

旅客の範囲  運送を必要とする理由  人数  

イ  身体障害者  ３  

ロ  精神障害者  ２  

ハ  知的障害者  ０  

ニ  要介護認定者  ０  

ホ  要支援認定者  ０  

へ  基本チェックリスト該当者  ０  

ト  その他の障害を有する者  １１８  

総合計   １２３  
 

車両数  セダン車両３０台（全台所有車両）   

損害賠償  

措置  

全台  対人無制限，対物無制限  

   人身傷害（搭乗者傷害）３，０００万  

運転者  ３７名（全員運転歴３年以上）  

【免許】  

 ３６名：第一種運転免許  

  １名：第二種運転免許  

【講習】  

  全員：福祉有償運送運転者講習修了済  

 ３１名：セダン等運転者講習修了済  

  ４名：介護福祉士登録証有  

【年齢】（令和７年１２月１日現在）  

 平均年齢：４６．５歳，最高年齢：７４歳  

 ２０代７名，３０代７名，４０代８名，  

 ５０代５名，６０代８名，７０代２名  

対価  距離制  

 最初の５㎞まで５００円  

 ５㎞を超え４０㎞までは１００円を加算。  
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 その後１㎞毎に１００円加算。  

運行管理  

体制  

【令和７年１１月の実施状況確認】  

・アルコールチェッカー導入済  

・運行管理の責任者の一般講習受講済  

【運行管理マニュアルから一部抜粋】  

・ 第 一 種 免 許 は 運 転 歴 ３ 年 以 上 か つ ７ ５ 歳 以 下 を 原

則  

・ 運 行 の 開 始 前 お よ び 運 行 の 終 了 後 に ， 原 則 対 面 で

疾 病 ， 疲 労 ， 飲 酒 そ の 他 理 由 に よ り 安 全 な 運 転 を す

ることができないおそれの有無を確認  

事務局  

確認事項  

① 平 成 ２ ６ 年 度 の 初 回 登 録 時 は ， 複 数 乗 車 を 行 っ て

い な い と い う こ と で し た が ， 現 在 も 変 わ り は あ り ま

せんか。  

【事業者回答】  

現在も，複数乗車の利用はございません。  

 

② 対 価 が タ ク シ ー 運 賃 に 比 べ 安 い で す が ， 今 後 改 定

の予定はありますか。  

【事業者回答】  

障 害 者 年 金 が 大 幅 に 値 上 げ さ れ な い た め ， 当 面 の 間

は対価を改定する予定はございません。  

 

運送実績  年度  稼働  

日数  

運送  

回数  

運送  

延べ人数  

事故  

件数  

令和４年度  ３３６  １１３７  １１３７  １  

令和５年度  ３３７  １０５５  １０５５  ０  

令和６年度  ３４２  １０４５  １０４５  ０  

令和７年度  １７３  ６１２  ６１２  ０  

※令和７年度：令和７年９月までの実績  

※令和４年度事故については，委員へ報告済。  

 発 生 日 時 ： 令 和 ４ 年 ６ 月 １ １ 日 （ 土 ） 午 後 ０ 時 ２

２分頃  

 事故の区分：衝突  
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２  福祉有償運送の概要  

 (1) 福祉有償運送とは  

 福祉有償運送とは，単独で公共交通機関を利用できない身体障害

者等を対象に，ＮＰＯ法人や社会福祉法人等が，乗車定員１１人未

満の自家用自動車を用い，営利と認められない実費の範囲の対価に

よって行う，原則ドアツードアの個別輸送サービスである。  

 (2) 福祉有償運送登録団体  

 福祉有償運送を行うには，「柏市福祉有償運送運営協議会」での

協議を経た上で，国土交通省関東運輸局千葉運輸支局への登録申請

が必要である。令和７年度第１回協議会開催時点で，千葉運輸支局

長の登録を受けた団体は９団体である。  

 (3) 福祉有償運送運営協議会の役割  

 福祉有償運送の実施を希望する団体について，協議（必要性，運

送の対価，利用者の安全と利便の確保の方策等）及び登録法人に対

して必要な指導・助言を行う機関である。  

 (4) 福祉有償運送の利用対象者  

 次の者のうち，他人の介助によらずに移動することが困難である

と認められ，かつ，単独でタクシー等の公共交通機関を利用するこ

とが困難な者で，旅客名簿に記載されている者及びその付添人  

イ  身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者  

ロ  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条第１項に規   

 定する精神障害者  

ハ  障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する  

 知的障害者  

ニ  介護保険法第１９条第１項に規定する要介護認定を受けてい  

 る者  

ホ  介護保険法第１９条第２項に規定する要支援認定を受けてい  

 る者  

ヘ  介護保険法施行規則第１４０条の６２の４第２号の厚生労働  

 大臣が定める基準（基本チェックリスト）に該当する者  

ト  その他肢体不自由，内部障害（人工血液透析を受けている場  

 合を含む），知的障害，精神障害その他の障害を有する者（自  

 閉症，学習障害などの発達障害を有する者を含む）  

以上  
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３  柏市福祉有償運送運営協議会委員名簿                    
 

氏  名  所  属  
 

小久保  龍生  関東運輸局千葉運輸支局  

輸送担当  運輸企画専門官  
 

田山  和宏  福祉有償運送に係る利用者  

 
松丸   尚  柏地区タクシー運営委員会  

会長  

（本市を営業区域に含む公共交通機関及

び運転者の代表）  
 

武藤  一彦  東武バスセントラル株式会社  

運輸統括部  イースト業務課  

（本市を営業区域に含む公共交通機関及

び運転者の代表）  
 

中川  博  社会福祉法人柏市社会福祉協議会  

会長  

（自家用有償運送に関係する特定非営利

活動法人等の代表）  
 

高沢  善広  特定非営利活動法人かしわ市民の会  

理事長  

（自家用有償運送に関係する特定非営利

活動法人等の代表）  

会長  矢部  裕美子  柏市福祉部長  

（福祉施策主管部長の職にある者）  

副会長  内田  勝範  柏市土木部長  

（交通施策主管部長の職にある者）  
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４  柏市福祉有償運送運営協議会要領  

 

 
 

柏市福祉有償運送運営協議会要領  

 

 

（設置）  

第１条  柏市福祉有償運送運営協議会（以下「協議会」という。）

は ， 道 路 運 送 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 １ ８ ３ 号 。 以 下 「 法 」 と い

う。）の規定に基づき，有償運送の適正な運営の確保を通じ，住

民の福祉の向上，公共の福祉の増進を図るため，福祉有償運送の

必要性，これらを行う場合における旅客から収受する対価その他

自家用有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協

議するために設置する。  

（協議事項）  

第２条  協議会は，次に掲げる事項を協議するものとする。  

(1) 法 第 ７ ９ 条 の 規 定 に 基 づ き ， 自 家 用 有 償 運 送 の 登 録 (法 第 ７   

９条の６第１項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第   

７ ９ 条 の ７ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 変 更 登 録 を 含 む 。 )を 申 請 す   

る場合における運送の必要性，旅客から収受する対価に関する   

事項  

(2) 法第７９条の１２第１項第４号の規定による合意の解除に関   

する事項  

(3) 協議会の運営方法，自家用有償運送のサービス内容その他自   

家用有償運送に関し協議会が必要と認める事項  

 （組織）  

第３条  協議会は会長，副会長及び委員をもって組織する。  

 （会長及び副会長）  

第４条  会長は柏市福祉施策主管部長，副会長は柏市交通施策主管

部長又は部理事の職にある者を充てる。  

２  会長は協議会を代表し，その会務を総理する。  

３  副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある場合には，その職

務を代行する。  

 （協議会の委員）  

第５条  協議会の委員は次に掲げる者又は組織等の指名する者とす   

 る。  
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 (1) 千葉運輸支局  

(2) 福祉有償運送に係る利用者等  

 (3) 本市を営業区域に含む公共交通機関及び運転者の代表  

 (4) 自家用有償運送に関係する特定非営利活動法人等の代表  

 (5) 柏市福祉施策主管部長の職にあ る者及び柏市交通施策主管部  

   長又は部理事の職にある者  

  (6) その他会長が必要と認めた者  

 （任期）  

第６条  委員の任期は２年とし，補欠委員の任期は前任者   

 の残任期間とする。ただし，再任を妨げない。  

（会議）  

第７条  協議会は，必要に応じて会長が招集し，その議長を務める。  

２  協議会は，委員の半数以上が出席しなければ開催することがで

きない。               

３  協議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは   

 議長の決するところによる。  

４  協 議 会 は ,原 則 と し て 公 開 と す る 。 た だ し ， 個 人 情 報 の 取 扱 い

については十分配慮し，必要に応じ非公開とする等の適切な措置

を講じるものとする。  

５  協議会は，第２条に規定する協議事項が軽微なものである場合

又は委員の召集が困難である場合等にあっては，開催に代えて書

面により協議することができるものとする。  

６  前項の軽微なものである場合とは，次に掲げる事項とする 。  

 (1) 有効期間の更新登録  

 (2) 変更登録  

 (3) 対価の改定  

 (4) 手引きの改正  

７  委員は，やむを得ない理由があるときは，あらかじめ会 長あて

に届出のあった代理人を協議会に出席させることができる。この

場合，当該代理人は，当該委員と同一の権限を付与するものとす

る。  

８  協議会に出席できない委員は ，会長又は副会長に議決権の行使

を委任することができる。この場合において，委任により議決権  
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を行使した委員は，協議会に出席したものとみなす。  

 （関係者の出席等）  

第８条  会長は，必要と認める場合は，委員以外の関係者に会議へ

の出席を求めることができる。  

２  前項の規定により出席を求められた関係者は，協議会に出席す

ることができる。  

３  会長は，前項の規定による出席者に意見を聞き，又は資料の提

供を求めることができる。  

 （庶務）  

第９条  協議会の事務局の事務は，交通施策主管課及び福祉施策主

管課において処理する。  

（補足）  

第１０条  この要領に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な

事項は，会長が協議会に諮って定める。  

 

附  則  

１  この要領は，平成１７年３月１５日から施行する。  

２  この要領に基づく協議会は，平成１７年３月２７日までの間は，

柏市と沼南町が共同で主宰する。  

附  則  

この要領は，平成１９年７月２日から施行する。  

附  則  

この要領は，平成２５年１月３ ０日から施行する。  

附  則  

この要領は，平成２５年１２月２０日から施行する。  

附  則  

この要領は，平成２８年２月３日から施行する。  

附  則  

この要領は，平成３０年１月３１日から施行する。  

附  則  

この要領は，平成３０年８月２９ 日から施行する。  

附  則  

この要領は，令和７年８月７日から施行する。  


